
電子決済手段等取引業等の創設

○ 適切な利用者保護等を確保するとともに、分散台帳技術等を活用
した金融イノベーションに向けた取組み等を促進

○ 電子決済手段等の発行者（銀行・信託会社等）と利用者との間に立ち、
以下の行為を行う仲介者について、登録制を導入

［対象行為］➢ 電子決済手段の売買・交換、管理、媒介等

➢ 銀行等を代理して預金債権等の増減を行う行為

［参入要件］一定の財産的基礎、業務を適正かつ確実に遂行できる体制等

［規制内容］利用者への情報提供、体制整備義務等

［監 督］報告、資料の提出命令、立入検査、業務改善命令等

※ 電子決済手段；不特定の者に対して代価の弁済に使用すること等ができる通貨建資産
であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの等

※ 電子決済手段に該当する一定の信託受益権について金融商品取引法の適用対象から除外
し、発行者となる信託会社等について資金決済法等の規律を適用

※ 預金債権の増減を行う電子決済等取扱業者について、預金保険機構による報告、資料の
提出命令、立入検査等に関する規定を整備

※ 仲介者たる電子決済手段等取引業者及び電子決済等取扱業者について、犯罪収益移転
防止法の取引時確認義務等に関する規定を整備

○ 高額電子移転可能型前払式支払手段の発行者について、不正利用の
防止等を求める観点から、業務実施計画の届出、犯罪収益移転防止法の
取引時確認義務等に関する規定を整備

※ 高額電子移転可能型前払式支払手段；電子情報処理組織を用いて高額の価値移転等を行う
ことができる第三者型前払式支払手段等

為替取引分析業の創設

○ 預金取扱金融機関等の委託を受けて、為替取引に関し、以下の行為
を共同化して実施する為替取引分析業者について、業務運営の質を
確保する観点から、許可制を導入

［対象行為］➢ 顧客の制裁対象者該当性の分析等（取引フィルタリング）

➢ 「疑わしい取引」該当性の分析等（取引モニタリング）

［参入要件］一定の財産的基礎、業務を適正かつ確実に遂行できる体制等

［規制内容］情報の適切な管理、体制整備義務等

［監 督］報告、資料の提出命令、立入検査、業務改善命令等

安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための
資金決済に関する法律等の一部を改正する法律案の概要

○ 銀行等における取引モニタリング等の
更なる実効性向上の必要性の高まり（注）

（注）銀行界においてマネロン対応の共同化の動き

○ 高額で価値の電子的な移転が可能な
前払式支払手段の広がり

金融のデジタル化等に対応し、安定的かつ効率的な資金決済制度を構築する必要

電子決済手段等への対応 銀行等による取引モニタリング等の共同化への対応

高額電子移転可能型前払式支払手段への対応

○ 海外における電子的支払手段（いわゆるステーブル

コイン（注））の発行・流通の増加

（注）利用者保護等に課題があるとの指摘

【資金決済法第２条、第62条の３～第62条の24等】
【銀行法第２条、第52条の60の３～第52条の60の35等（信用金庫・信用組合の関連法も同様に措置）】

【資金決済法第２条、第63条の23～第63条の42等】

【犯罪収益移転防止法第２条等】

【預金保険法第37条等】
【資金決済法第３条、第11条の２等】

【犯罪収益移転防止法第２条等】

【金融商品取引法第２条等】【資金決済法第37条の２等】


